
事 務 連 絡 

平成 24年 5月 16日 

会 員 各 位 

社団法人京都私立病院協会 

会 長 真鍋 克次郎 

 

入院基本料等の栄養管理体制・褥瘡対策の基準に係る届出について 

 

時下、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

さて、平成２４年度診療報酬改定により、入院基本料等の算定においては、栄養管理体

制の基準を満たすことが新たに要件として追加されるとともに、褥瘡対策の基準について

も従来の要件に体圧分散マットレス等に関する体制の整備を含めた「褥瘡対策の実施状況

（届出前の１ヶ月の実績・状況）」の届出（様式５）が必要となっております。 

そのため、平成２４年４月１日以降、入院基本料等の算定にあたっては、平成２４年３

月３１日時点で、栄養管理実施加算に係る届出を行っていない保険医療機関は、栄養管理

体制の基準を満たしている場合には、基本診療料等の施設基準通知の別添７の様式５、管

理栄養士の配置について基準を満たさない場合は様式５の２を届け出る必要があり、また、

平成２４年３月３１日時点で、褥瘡患者管理加算に係る届出を行っていない保険医療機関

は、別添７の様式５による届出が必要となっております。 

なお、栄養管理体制の基準に係る別添７の様式５及び様式５の２の届出、褥瘡対策の基栄養管理体制の基準に係る別添７の様式５及び様式５の２の届出、褥瘡対策の基栄養管理体制の基準に係る別添７の様式５及び様式５の２の届出、褥瘡対策の基栄養管理体制の基準に係る別添７の様式５及び様式５の２の届出、褥瘡対策の基

準に係る別添７の様式５の届出の提出期限につきましては、５月３１日（木）までとなっ準に係る別添７の様式５の届出の提出期限につきましては、５月３１日（木）までとなっ準に係る別添７の様式５の届出の提出期限につきましては、５月３１日（木）までとなっ準に係る別添７の様式５の届出の提出期限につきましては、５月３１日（木）までとなっ

ており、４月１日に遡って適用されますており、４月１日に遡って適用されますており、４月１日に遡って適用されますており、４月１日に遡って適用されますので、まだ届出をされていない施設は早急にご対

応頂きますようお願い申し上げます。 

 

【添付資料】 

１．平成２４年度診療報酬改定における入院基本料等の栄養管理体制及び褥瘡対策に係る 

届出について 

（平24.4.27 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

２．疑義解釈資料の送付について ※抜粋 

（平24.4.20,27 事務連絡 厚生労働省保険局医療課） 

 

以上 





疑義解釈資料の送付について（その２）より抜粋

４月２０日　事務連絡　厚生労働省保険局医療課



４月２７日　事務連絡　厚生労働省保険局医療課

疑義解釈資料の送付について（その３）より抜粋


